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博
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
３

－
１

６

　
〃

　
　

小
林

　
弥

寿
夫

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
８

－
３

７

　
〃

　
　

鰐
渕

　
浩

司
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
０

－
１

　
〃

　
　

小
林

　
昭

二
三

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
３

－
５

３

　
〃

　
　

小
林

　
秀

夫
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
４

－
５

２

　
〃

　
　

山
本

　
明

敏
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

２
－

８
２

－
１

　
〃

　
　

小
林

　
継

男
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

７
－

１
８

　
〃

　
　

波
多

野
　

義
広

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
８

－
６

３

　
〃

　
　

鰐
渕

　
清

和
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
－

１
９

６

　
〃

　
　

波
多

野
　

清
志

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
７

－
１

５

　
〃

　
　

小
林

　
孝

文
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
２

－
７

３

監
　

事
　

酒
井

　
政

春
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
２

－
１

１

　
〃

　
　

和
田

　
敏

夫
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

谷
口

１
８

－
７

３

　
　

　
清

水
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

６
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
平

成
３

０
年

４
月

１
日

に
役

員
に

就
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　

　
　

平
成

３
０

年
５

月
８

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
 　

　

理
　

事
　

三
上

　
髙

視
　

　
福

井
市

真
栗

町
４

０
－

１
４

－
４

　
〃

　
　

竹
内

　
一

夫
　

　
福

井
市

御
油

町
４

１
－

１
８

－
１

　
〃

　
　

小
林

　
英

一
　

　
福

井
市

坪
谷

町
４

０
－

２
５

　
〃

　
　

木
下

　
敏

一
　

　
福

井
市

島
寺

町
６

０
－

１
９

－
１

　
〃

　
　

荒
木

　
秀

雄
　

　
福

井
市

風
巻

町
９

－
２

３
－

１

　
〃

　
　

荻
原

　
悟

　
　

　
福

井
市

小
羽

町
３

－
２

　
〃

　
　

鷲
田

　
愼

吾
　

　
福

井
市

片
山

町
７

８
－

１
１

　
〃

　
　

谷
口

　
新

悟
　

　
福

井
市

清
水

山
町

６
５

－
６

８
－

１

　
〃

　
　

荻
野

　
正

春
　

　
福

井
市

清
水

山
町

４
４

－
４

５

　
〃

　
　

三
上

　
健

二
　

　
福

井
市

清
水

山
町

１
１

－
５

５

　
〃

　
　

後
藤

　
清

範
　

　
福

井
市

三
留

町
５

８
－

３
－

１

　
〃

　
　

田
端

　
浩

之
　

　
福

井
市

清
水

杉
谷

町
８

－
３

　
〃

　
　

松
澤

　
重

治
　

　
福

井
市

田
尻

栃
谷

町
２

９
－

４

　
〃

　
　

宮
本

　
正

治
　

　
福

井
市

片
粕

町
１

４
－

３

　
〃

　
　

吉
田

　
啓

司
　

　
福

井
市

竹
生

町
１

９
－

１
２

－
１

　
〃

　
　

松
原

　
一

行
　

　
福

井
市

朝
宮

町
１

１
－

３
１

－
１

　
〃

　
　

廣
部

　
厚

　
　

　
福

井
市

大
森

町
１

８
－

５

　
〃

　
　

木
原

　
和

治
　

　
福

井
市

山
内

町
３

－
４

　
〃

　
　

渡
邉

　
仁

一
　

　
福

井
市

笹
谷

町
５

８
－

２
７

　
〃

　
　

廣
部

　
哲

夫
　

　
福

井
市

滝
波

町
５

１
－

１
－

４

　
〃

　
　

齋
藤

　
和

美
　

　
福

井
市

本
折

町
６

－
２

８

　
〃

　
　

齋
藤

　
藤

伸
　

　
福

井
市

清
水

畑
町

１
９

－
３

　
〃

　
　

桑
島

　
誠

　
　

　
福

井
市

平
尾

町
１

３
－

４
０

　
〃

　
　

土
橋

　
克

巳
　

　
福

井
市

上
天

下
町

２
０

－
１

５

　
〃

　
　

宮
永

　
節

哉
　

　
福

井
市

下
天

下
町

１
－

９

　
〃

　
　

田
中

　
忠

夫
　

　
福

井
市

和
田

町
６

－
１

監
　

事
　

山
田

　
正

幸
　

　
福

井
市

片
山

町
６

０
－

１
２

　
〃

　
　

向
出

　
隆

一
　

　
福

井
市

竹
生

町
１

９
－

１
－

１

　
〃

　
　

中
島

　
雅

夫
　

　
福

井
市

大
森

町
２

１
－

１
７

　
　

　
都

市
計

画
法

（
昭

和
４

３
年

法
律

第
１

０
０

号
）

第
２

１
条

第
２

項
の

規
定

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
２

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

勝
山

市
長

か
ら

都
市

計
画

の
変

更
に

係
る

図
書

の
写

し
の

送
付

を
受

け
た

の
で

、
同

法
第

２
１

条
第

２
項

の
規

定
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

２
０

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

衆
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

平
成

３
０

年
５

月
８

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

都
市

計
画

の
種

類
お

よ
び

名
称

　
⑴

　
種

類

　
　

　
地

域
地

区
（

特
定

用
途

制
限

地
域

）

　
⑵

　
名

称

　
　

　
勝

山
都

市
計

画
特

定
用

途
制

限
地

域

２
　

縦
覧

場
所

　
　

福
井

市
大

手
３

丁
目

１
７

番
１

号

　
　

福
井

県
土

木
部

都
市

計
画

課

監

査

委

員

告

示

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
１
２
号

　
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
第

１
９

９
条

第
１

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
措

置
を

講
じ

た
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
５

月
８

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
監

査
委

員
　

小
寺

　
惣

吉

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

長
田

　
光

広

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

緒
方

　
正

嗣

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

平
鍋

　
順

一
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福
井
県
知
事
か
ら
の
措
置
報
告 

 １
 
総
合
政
策
部 

監
査

対
象

機
関

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
東
京
事
務
所 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
歳
出
予
算
を
執
行
す
る
際
は
、
事
前
に
執
行
伺
を
作
成
し
決
裁
を
受
け
る
べ

き
で
あ
る
が
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
消
耗
品
費
に
か
か
る
執
行
伺
の
作
成
を

失
念
し
、
後
日
決
裁
を
受
け
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
消
耗
品
の
発
注
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
個
々
の
所
員
が
発
注
し
て
い
た

状
況
を
改
め
、
特
定
の
担
当
者
が
執
行
伺
を
作
成
・
決
裁
の
上
で
発
注
を
行
う

こ
と
と
し
た
。 

 
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
生
活
学
習
館 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
２
７
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
自
動
販
売
機
に
係
る
建
物
貸
付
料
の
調
定
が
著
し
く
遅
れ
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
今
後
は
、
歳
入
の
調
定
、
収
納
に
遅
れ
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
相
手

方
の
確
定
後
４
月
１
日
ま
で
に
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
担
当
職
員
を
含

め
３
名
の
職
員
で
そ
れ
ぞ
れ
所
持
、
記
入
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 ２
 
健
康
福
祉
部 

監
査

対
象

機
関

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
２
７
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
公
用
車
を
損
傷
し
、
修
繕
費
の
支
払
が
発
生
し
て
い
た
。
ま
た
、
県
有
自
動

車
管
理
規
程
に
基
づ
く
事
故
報
告
を
怠
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
損
傷
の
原
因
や

時
期
が
不
明
な
も
の
が
複
数
見
受
け
ら
れ
る
な
ど
、
公
用
車
の
管
理
を
適
正
に

行
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

 
（
修
繕
費
 
１
４
８
，
２
６
２
円
、
１
３
９
，
３
２
０
円
） 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
全
職
員
に
対
し
て
、
安
全
運
転
と
交
通
法
規
の
遵
守
を
徹
底
す
る
よ
う
注
意

を
促
し
、
職
員
の
安
全
運
転
の
意
識
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
所
属
へ
の
事
故

報
告
を
徹
底
す
る
よ
う
周
知
を
図
っ
て
い
る
。 

 
 
ま
た
、
県
有
自
動
車
管
理
規
程
第
２
２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
産
活
用
推

進
課

長
へ

の
事

故
報

告
を

確
実

に
行

う
よ

う
担

当
職

員
に

指
導

を
行

っ
た

ほ

か
、
全
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
と
す
る
。 

  

 
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
嶺
南
振
興
局
 
二
州
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
構
内
交
換
電
話
設
備
保
守
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
電
話
交
換
機
器
の
入
替
工

事
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
な
契
約
を
締
結
せ
ず
に
旧
機
器
の
保
守

契
約
に
基
づ
く
保
守
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
工
事
完
成
通
知
前
に
当
該
機
器

の
保
守
点
検
を
行
い
代
金
を
支
払
っ
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
継
続
中
の
長
期
継
続
契
約
に
つ
い
て
は
、
契
約
期
間
等
を
記
し
た
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
複
数
の
職
員
が
履
行
状
況
を
共
有
し
て
確
認

す
る
な
ど
、
契
約
漏
れ
の
発
生
防
止
お
よ
び
適
正
な
支
払
い
を
徹
底
す
る
。 

 
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
総
合
福
祉
相
談
所 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
資
金

前
渡

し
た
参
加

費
に

つ
い

て
、

支
払

手
続

は
適

正
に

行
わ

れ
て

い
た

が
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
資
金
前
渡
職
員
口
座
か
ら
の
払
出
し
が
遅
れ
て
い

た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
払
出
し
に
つ
い
て
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
記
載
し
、
複
数
の
職
員
で
事
前
確
認

を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
な
通
帳
記
帳
に
よ
る
払
出
し
の
遅
れ
の
防
止
、
参

加
者
本
人
か
ら
払
出
日
当
日
に
連
絡
を
も
ら
う
こ
と
を
周
知
徹
底
し
た
。 

 
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
地
域
福
祉
課 

（
社
会
福
祉
法
人
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
（
財
政
的
援
助
団
体
）
） 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
２
７
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 

指
定

管
理

者
に

管
理

を
行

わ
せ

て
い

る
福

井
県
社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

の
利

用
料
金
に
つ
い
て
、
知
事
が
承
認
を
し
た
額
と
異
な
る
料
金
を
徴
収
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
善
の
指
示
を
し
て
い
な
か
っ
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 

知
事

が
承
認

し
た
額

を
徴

収
す

る
よ

う
福

井
県
社
会

福
祉
協
議
会

に
改
善

の
指
示
を
行
う
と
と
も
に
、
今
後
は
、
利
用
料
金
の
徴
収
業
務
が
適
切
に
行
わ

れ
て
い
る
か
定
期
的
に
確
認
し
、
適
切
な
指
導
を
行
う
。 
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３
 
観
光
営
業
部 

監
査

対
象

機
関

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
恐
竜
博
物
館 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
音
声
ガ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
つ
い
て
、
平
成
２
９
年
度
以
降
の
業
務

委
託
契
約
を
締
結
し
な
い
ま
ま
業
務
の
提
供
を
受
け
て
い
た
。 

２
 
公
用
車
を
損
傷
し
、
修
繕
費
の
支
払
が
発
生
し
て
い
た
。
ま
た
、
県
有
自
動

車
管
理
規
程
に
基
づ
く
事
故
報
告
を
怠
っ
て
い
た
。 

 
（
修
繕
費
 
１
１
８
，
４
７
６
円
） 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
本
事
案
は
、
長
期
継
続
契
約
の
期
間
満
了
時
期
の
未
確
認
に
よ
り
発
生
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
現
在
継
続
中
の
長
期
継
続
契
約
に
つ
い
て
、
契
約

期
間
等
を
記
し
た
一
覧
表
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
室
員
が
情
報
を
共
有
し
て

契
約
漏
れ
の
発
生
防
止
に
努
め
る
。 

２
 
今
後
は
、
公
用
車
に
よ
る
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
は
、
規
程
に
基
づ
く
報

告
を
徹
底
す
る
。 

 
 
ま
た
、
職
員
に
対
し
て
は
、
運
転
の
際
は
安
全
を
徹
底
し
、
事
故
防
止
に
努

め
る
よ
う
、
文
書
等
に
よ
る
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る
。 

  
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
若
狭
歴
史
博
物
館 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
空
調
設
備
等
保
守
点
検
業
務
委
託
に
お
い
て
、
再
委

託
の
際
に
は
書
面
に
よ
る
承
認
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
行
っ
て
い
な
か
っ

た
。 ２

 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
源
泉
徴
収
を
要
す
る
業
務
の
委
託
料
を
受
託
者
（
個

人
）
に
支
払
う
際
に
、
源
泉
徴
収
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
委
託
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
契
約
事
務
に
つ
い
て
複
数
の
職

員
に
よ
り
確
実
に
確
認
を
行
い
、
適
正
な
対
応
を
行
う
こ
と
を
全
職
員
に
周
知

徹
底
し
た
。 

２
 
委
託
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
源
泉
徴
収
が
必
要
な
受
託
者
か

複
数
の
職
員
で
確
実
に
確
認
を
行
い
、
適
正
な
対
応
を
行
う
こ
と
を
全
職
員
に

周
知
徹
底
し
た
。 

          

監
査

対
象

機
関

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
平
成
２
９
年
４
月
に
現
金
領
収
し
た
観
覧
料
に
つ
い
て
、
金
額
の
集
計
を
誤

り
、
実
際
に
領
収
し
た
現
金
と
の
差
額
を
職
員
が
立
て
替
え
、
後
日
戻
出
し
て

い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
収
入
金
額
の
集
計
を
パ
ソ
コ
ン
（
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
）
で
自
動
化
す
る
、
減
免
対

象
者
の
観
覧
券
を
通
常
券
と
分
離
す
る
な
ど
事
務
改
善
を
行
っ
た
。
ま
た
、
複

数
の
職
員
で
証
拠
書
類
、
現
金
を
確
認
し
、
記
録
を
残
す
こ
と
と
し
た
。 

  ４
 
農
林
水
産
部 

監
査

対
象

機
関

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
丹
南
農
林
総
合
事
務
所 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
非
常
用
自
家
発
電
装
置
蓄
電
池
交
換
業
務
契
約
に
お
い
て
、
履
行
期
間
に
変

更
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
請
書
の
変
更
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
契
約
締

結
等

に
お

い
て
履

行
期
限

を
設

定
す

る
際

は
受

注
者

と
十
分

な
協

議
を
行
い
、
契
約
期
限
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
複
数
職
員
に
よ
る
業
務
の
進

捗
管
理
を
確
実
に
行
う
。
ま
た
、
履
行
期
限
延
長
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

財
務
規
則
第
１
７
８
条
の
規
定
を
遵
守
し
、
速
や
か
に
変
更
契
約
を
行
う
。 

 



5　平成30年５月８日（火） 福 井 県 報 第 2920 号  ５
 
土
木
部 監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
三
国
土
木
事
務
所 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
委
託
契
約
に
お
い
て
契
約
履
行
実
績
に
よ
り
契
約
保

証
金
を
免
除
し
て
い
た
が
、
履
行
実
績
が
官
公
署
等
と
の
契
約
に
よ
る
も
の
で

な
か
っ
た
。 

２
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
道
路
占
用
料
の
調
定
が
遅
れ
て
い
た
。 

３
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
工
事
請
負
契
約
書
に
工
事
内
容
の
わ
か
る
書
類
を
添

付
し
て
い
な
か
っ
た
。 

４
 
工
事
請
負
費
で
支
出
す
べ
き
河
川
維
持
修
繕
工
事
に
つ
い
て
、
委
託
料
で
支

出
し
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
福
井
県
財
務
規
則
お
よ
び
福
井
県
財
務
規
則
の
運
用
に
つ
い
て
等
を
、
事
務

担
当
者
は
も
と
よ
り
関
係
す
る
職
員
全
員
で
確
認
し
た
。
実
績
が
提
出
さ
れ
た

時
点
で
事
務
担
当
者
、
総
務
・
経
理
Ｇ
Ｌ
、
事
務
次
長
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
徹

底
す
る
よ
う
に
し
た
。 

２
 
既
存
の
道
路
占
用
許
可
申
請
受
付
簿
に
調
定
日
、
占
用
料
、
納
入
通
知
書
発

送
日
の
欄
を
チ
ェ
ッ
ク
項
目
と
し
て
追
加
し
、
未
許
可
分
の
一
覧
を
提
示
し
て

調
定
の
決
裁
を
受
け
る
よ
う
ル
ー
ル
化
し
た
。
ま
た
、
適
正
な
時
期
に
調
定
が

行
わ
れ
て
い
る
か
複
数
の
職
員
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
周
知
徹
底
し
た
。 

３
 

工
事
請
負
契
約
書

に
添

付
す

べ
き
書
類

に
つ

い
て

職
員

全
員

で
確
認

す
る

と
と
も
に
、
製
本
後
に
総
務
・
経
理
Ｇ
Ｌ
と
経
理
担
当
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と

と
し
た
。 

４
 
福
井
県
財
務
規
則
お
よ
び
福
井
県
財
務
規
則
の
運
用
に
つ
い
て
等
を
、
事
務

担
当
者
は
も
と
よ
り
関
係
す
る
職
員
全
員
で
確
認
し
た
。
適
正
な
予
算
科
目
で

の
執
行
に
向
け
て
、
今
後
は
決
裁
の
過
程
で
複
数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を

行
う
よ
う
周
知
徹
底
し
た
。 

福
井
県
教
育
委
員
会
教
育
長
か
ら
の
措
置
報
告 

 監
査

対
象

機
関

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
図
書
館 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
修
繕
料
で
支
出
す
べ
き
温
水
循
環
ポ
ン
プ
交
換
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
委

託
料
で
支
出
し
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
支
出
科
目
の
誤
り
が
な
い
よ
う
、
複
数
の
職
員
で
の
確
認
を
徹
底
し
、
福
井

県
財
務
規
則
に
基
づ
き
適
正
な
科
目
で
支
出
す
る
。 

 監
査

対
象

機
関

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
鯖
江
青
年
の
家 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
２
７
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 

収
入

調
定

決
議
書

に
つ

い
て

、
調

定
日

の
訂

正
方

法
に

適
正

を
欠

い
て

い

た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
今
後
は
、
調
定
日
の
確
認
を
複
数
の
職
員
で
行
い
、
電
算
入
力
を
正
確
に
行

う
よ
う
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
訂
正
事
項
が
あ
っ
た
場
合
は
、
適
正
に
訂

正
す
る
。 

  
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
足
羽
高
等
学
校 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
予
定
価
格
が
３
万
円
以
上
の
契
約
に
お
い
て
、
見
積

書
を
徴
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
支
出
負
担
行
為
時
期
を
誤
っ
て
い
た
。 

２
 
除
雪
業
務
委
託
契
約
に
お
い
て
、
採
用
し
た
見
積
単
価
と
契
約
単
価
が
異
な

っ
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
会
計
書
類
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
共
有
し
、
執
行
形
態
に
つ
い
て
複
数
の
職

員
で
確
認
す
る
よ
う
徹
底
し
た
。 

２
 
平
成
２
９
年
度
の
契
約
よ
り
、
採
用
し
た
見
積
単
価
と
契
約
単
価
を
一
致
さ

せ
た
。
契
約
内
容
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
職
員
で
確
認
す
る
よ
う
徹
底
し
た
。
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監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
丹
南
高
等
学
校 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
代
表
者
の
職
氏
名
の
記
載
お
よ
び
代
表
者
印
の
押
印

が
な
い
見
積
書
を
徴
し
て
い
た
。 

２
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
予
定
価
格
が
３
万
円
以
上
の
契
約
に
お
い
て
、
支
出

負
担
行
為
時
期
を
誤
っ
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
見
積
書
の
徴
収
等
財
務
規
則
を
遵
守
す
る
よ
う
、
職
員
に
再
度
周
知
徹
底
し

た
。
今
後
、
見
積
書
を
徴
す
る
場
合
は
、
代
表
者
の
職
氏
名
の
記
載
お
よ
び
代

表
者
印

の
押
印

が
あ

る
こ

と
を

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
に

基
づ

き
複

数
の

職
員

で

確
認
し
適
正
な
事
務
処
理
を
行
う
。 

２
 
財
務
規
則
を
遵
守
す
る
よ
う
、
職
員
に
再
度
周
知
徹
底
し
た
。
今
後
、
支
出

負
担

行
為

時
期

に
誤
り

が
な

い
よ

う
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
基

づ
き

複
数

の
職

員
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
徹
底
す
る
。 

 
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
福
井
農
林
高
等
学
校 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
造
園
実
習
室
照
明
コ
ン
セ
ン
ト
整
備
工
事
に
お
い
て
、
工
事
請
負
契
約
書
を

作
成
し
て
い
な
か
っ
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
福
井
県
財
務
規
則
第
１
６
９
条
に
基
づ
き
、
工
事
請
負
契
約
書
は
必
ず
作
成

し
、
支
出
負
担
行
為
書
の
決
裁
時
に
複
数
職
員
で
の
確
認
を
徹
底
し
て
い
る
。

 
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
坂
井
高
等
学
校 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
代
表
者
印
の
押
印
が
な
い
見
積
書
を
徴
し
て
い
た
。

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
決
裁
の
過
程
に
お
け
る
印
影
確
認
責
任
者
を
複
数
配
置
し
、
押
印
漏
れ
の
再

発
を
防
止
す
る
体
制
を
再
構
築
し
た
。
今
後
は
、
見
積
書
や
請
求
書
が
適
法
な

も
の
で
あ
る
か
の
確
認
を
徹
底
す
る
。 

 

 
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
南
越
特
別
支
援
学
校 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
２
７
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
契
約
書
に
印
紙
を
貼
付
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
。 

２
 
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
光
熱
水
費
に
係
る
個
人
負
担
金
の
算
定
等
を
誤
り
、

４
４
４
円
の
過
少
徴
収
、
１
０
円
の
過
大
徴
収
と
な
っ
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
印
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
契
約
書
に
は
、
印
紙
を
貼
付
さ
せ
た
。 

 
 
今
後
は
、
印
紙
税
法
に
基
づ
く
適
正
な
印
紙
の
貼
付
と
複
数
の
職
員
で
の
確

認
の
徹
底
を
行
い
、
印
紙
の
貼
付
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
税
務
署
等
関
係

機
関
に
確
認
を
す
る
な
ど
、
適
正
な
事
務
処
理
を
行
う
。 

２
 
過
少

と
な

っ
て

い
た

４
４

４
円

と
過
大

と
な

っ
て

い
た

１
０

円
の
負

担
金

に
つ
い
て
は
、
相
殺
後
の
４
３
４
円
を
徴
収
し
た
。 

 
 
今
後
は
、
計
算
結
果
や
調
定
決
議
書
等
関
係
書
類
の
複
数
の
職
員
で
の
確
認

を
徹
底
し
、
適
正
な
事
務
処
理
を
行
う
。 
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井
県
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
の
措
置
報
告 

 
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

福
井
警
察
署 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
２
７
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
公
用
車
お
よ
び
自
転
車
の
事
故
（
物
損
４
件
）
に
よ
り
、
損
害
賠
償
金
お
よ

び
修
繕
費
の
支
払
が
発
生
し
て
い
た
。 

（
損
害
賠
償
額
 
３
９
，
２
０
４
円
、
７
，
５
０
０
円
  

 
 
修
繕
費
 
２
８
１
，
２
３
２
円
、
８
０
，
６
９
７
円
、
６
４
，
８
０
０
円
）

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
職
員
の
安
全
運
転
に
対
す
る
意
識
向
上
を
図
る
た
め
、
毎
朝
点
検
時
に
署
独

自
に

定
め

た
安

全
運

転
６
則

の
唱
和
お

よ
び
ヒ
ヤ

リ
ハ

ッ
ト
体
験
談

の
発
表

と
上
司
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
若
手
職
員
に

対
し

て
は

、
運

転
技
能

の
向

上
を

図
る

た
め
体
験
型

交
通

安
全
教
育

を
実
施

し
、
交
通
事
故
の
防
止
に
努
め
て
い
る
。 

 
 
な
お
、
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
に
対
し
て
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
ズ
ド
ッ
ク
（
交

通
事
故
防
止
教
養
お
よ
び
同
乗
運
転
指
導
）
の
受
講
や
前
記
記
載
の
体
験
型
交

通
安
全
教
育
を
実
施
し
、
再
発
防
止
を
図
っ
た
。 

 
監

査
対

象
機

関
 
 
 
 
 
 
 
 
  

勝
山
警
察
署 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
報
償
費
の
支
払
に
つ
い
て
、
債
権
者
を
誤
っ
て
支
出
し
た
が
、
適
正
な
手
続

を
取
ら
ず
に
返
納
を
受
け
、
正
当
な
債
権
者
へ
支
払
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
支

出
証
拠
書
類
を
改
ざ
ん
し
て
い
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
福
井
県
財
務
規
則
お
よ
び
関
係
法
令
の
周
知
徹
底
を
行
い
、
各
種
規
則
等
に

則
っ

た
適

正
な
会
計

手
続
お

よ
び
的

確
な

リ
カ
バ

リ
ー
処

理
を

行
う

と
と

も

に
、
複
数
の
職
員
に
よ
る
確
認
を
徹
底
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。 

 

 監
査

対
象

機
関

 
 
 
 
 
 
 
 
  

越
前
警
察
署 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
３
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
公
用
車
の
事
故
（
物
損
２
件
）
に
よ
り
、
修
繕
費
の
支
払
が
発
生
し
て
い
た
。

（
修
繕
費
 
１
５
１
，
５
４
５
円
、
６
４
，
８
０
０
円
） 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 

事
故

を
起

こ
し

た
者

に
対

し
て

は
、
「
ド
ラ
イ
バ

ー
ズ
ド

ッ
ク

（
交

通
事

故

防
止
教
養
お

よ
び
同
乗

運
転

指
導

）
」

を
受
講

さ
せ

る
と

と
も

に
、
具
体
的

な

事
故
防
止
に
関
す
る
指
導
・
教
養
を
行
い
、
再
発
防
止
を
図
っ
た
。 

 
 
ま
た
、
全
署
員
に
対
し
て
は
、
毎
朝
点
検
、
召
集
行
事
等
で
安
全
運
転
の
励

行
に
つ
い
て
指
示
し
て
い
る
。
特
に
若
手
警
察
官
に
は
、
安
全
意
識
向
上
の
た

め
の
小
集
団
検
討
会
お
よ
び
幹
部
に
よ
る
車
両
同
行
指
導
を
行
い
、
具
体
的
な

事
故
防
止
対
策
を
図
っ
た
。 

 監
査

対
象

機
関

 
 
 
 
 
 
 
 
  

敦
賀
警
察
署 

監
査
結
果
報
告
年
月
日 

 
平
成
３
０
年
２
月
９
日 

監
査

の
結

果
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
戻
入
処
理
す
べ
き
当
該
年
度
支
出
に
係
る
職
員
手
当
返
還
金
に
つ
い
て
、
歳

入
調
定
し
、
雑
入
で
受
け
入
れ
て
い
た
。 

２
 
公
用
車
の
事
故
（
物
損
２
件
）
に
よ
り
、
損
害
賠
償
金
お
よ
び
修
繕
費
の
支

払
が
発
生
し
て
い
た
。 

 
（
損
害
賠
償
額
４
０
，
３
８
３
円
 
修
繕
費
５
９
，
３
３
５
円
） 

３
 
カ
ー
ポ
ー
ト
等
撤
去
工
事
に
お
い
て
、
工
事
請
負
契
約
書
を
作
成
し
て
い
な

か
っ
た
。 

措
置

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 
戻
入
処
理
に
関
し
て
は
、
福
井
県
財
務
規
則
お
よ
び
関
係
規
程
に
基
づ
い
て

適
正
に
行
う
こ
と
を
指
示
す
る
と
と
も
に
、
複
数
の
職
員
に
よ
る
確
認
を
徹
底

し
、
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。 

２
 
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
に
対
し
て
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
ズ
ド
ッ
ク
（
交
通
事
故

防
止
教
養
お
よ
び
同
乗
運
転
指
導
）
を
実
施
し
、
職
員
全
体
に
対
し
て
は
、
毎

朝
点
検

時
に

運
転
環
境

に
応

じ
た
具
体
的

な
運

転
方

法
を

指
示

す
る

な
ど

安

全
運
転
に
対
す
る
意
識
向
上
を
図
っ
て
い
る
。 

３
 
契
約
書
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
財
務
規
則
お
よ
び
関
係
規
程
に
基
づ

い
て
適
正
に
行
う
こ
と
を
指
示
す
る
と
と
も
に
、
複
数
の
職
員
に
よ
る
確
認
を

徹
底
し
、
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。 
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ア

　
場

所

　
　

　
 　

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

図
書

館
棟

会
議

室

　
　

イ
　

日
時

　
　

　
 　

平
成

３
０

年
５

月
２

５
日

（
金

）
９

時
３

０
分

６
　

入
札

方
法

　
 　

落
札

者
の

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
、

当
該

金
額

の
１

０
０

分
の

８

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

た
金

額
（

加
算

後
の

金

額
に

１
円

未
満

の
端

数
金

額
が

あ
る

と
き

は
、

そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

た
金

額
）

を
も

っ
て

落

札
金

額
と

す
る

の
で

、
入

札
参

加
者

は
、

消
費

税

お
よ

び
地

方
消

費
税

に
係

る
課

税
事

業
者

で
あ

る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
見

積
も

っ

た
契

約
希

望
金

額
の

１
０

８
分

の
１

０
０

に
相

当

す
る

金
額

を
入

札
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

７
 　

落
札

候
補

者
の

決
定

お
よ

び
入

札
参

加
資

格
要

件
の

審
査

に
関

す
る

事
項

　
⑴

　
落

札
候

補
者

の
決

定

　
　

 　
こ

の
入

札
に

係
る

工
事

の
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
制

限
価

格
以

上
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

し
た

者
の

う
ち

、
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
候

補
者

と
す

る
。

　
⑵

　
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
時

の
提

出
資

料

　
　

 　
落

札
候

補
者

は
、

平
成

３
０

年
５

月
３

０
日

（
水

）
１

２
時

ま
で

に
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

に
必

要
書

類
を

添
え

て
持

参
に

よ
り

本
学

に
提

出
す

る
こ

と
。

８
　

そ
の

他

　
⑴

　
入

札
保

証
金

お
よ

び
契

約
保

証
金

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑵

　
入

札
の

無
効

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
の

規
定

に
よ

る
。

　
一

般
競

争
入

札
を

実
施

す
る

の
で

、
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
（

平
成

１
９

年
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
細

則
第

１
７

号
）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。

　
　

平
成

３
０

年
５

月
８

日

　
　

　
　

　
　

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

　
　

　
　

　
　

　
理

事
長

 林
　

雅
則

１
　

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
工

事
名

　
　

 　
永

平
寺

キ
ャ

ン
パ

ス
　

エ
ネ

ル
ギ

ー
セ

ン
タ

ー
　

地
下

タ
ン

ク
改

修
工

事

　
⑵

　
工

事
場

所

　
　

　
福

井
県

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
兼

定
島

地
係

　
⑶

　
工

事
期

間

　
　

 　
契

約
締

結
の

日
か

ら
平

成
３

０
年

８
月

３
１

日
ま

で

　
⑷

　
工

事
概

要

　
　

 　
入

札
説

明
書

お
よ

び
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

説
明

書
等

」
と

い
う

。
）

に
よ

る

　
⑸

　
設

計
額

　
　

 　
６

，
０

４
６

，
０

０
０

円
（

消
費

税
お

よ
び

地
方

消
費

税
相

当
分

を
除

く
。

）

　
⑹

　
入

札
方

式

　
　

　
制

限
付

一
般

競
争

入
札

（
事

後
審

査
）

　
⑺

　
総

合
評

価
落

札
方

式
の

適
用

の
有

無

　
　

　
無

２
　

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

細

則
第

４
条

に
基

づ
き

一
般

競
争

入
札

参
加

者
の

資

格
を

有
す

る
者

で
、

次
に

掲
げ

る
条

件
を

す
べ

て

満
た

す
者

と
す

る
。

　
⑴

 　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
に

規
定

す
る

者
で

な
い

こ
と

。

　
⑵

 　
入

札
の

日
に

お
い

て
現

に
福

井
県

の
指

名
停

止
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

　
⑶

 　
会

社
更

生
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

５
４

号
）

に
基

づ
く

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

お
よ

び
民

事
再

生
法

（
平

成
１

１
年

法
律

第
２

２
５

号
）

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑷

 　
平

成
２

９
・

３
０

年
度

福
井

県
競

争
入

札
参

加
資

格
者

名
簿

（
建

設
工

事
）

県
内

業
者

に
業

種
「

機
械

器
具

設
置

工
事

」
で

登
録

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑸

 　
福

井
土

木
事

務
所

管
内

に
本

店
、

支
店

ま
た

は
営

業
所

を
有

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

　
⑹

 　
監

理
技

術
者

等
（

自
社

と
３

か
月

以
上

の
継

続
的

な
雇

用
関

係
が

確
認

で
き

る
者

に
限

る
。

以
下

同
じ

。
）

を
こ

の
工

事
の

現
場

に
配

置
で

き
る

こ
と

。

　
　

 　
監

理
技

術
者

に
あ

っ
て

は
、

監
理

技
術

者
資

格
者

証
お

よ
び

監
理

技
術

者
講

習
修

了
証

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑺

 　
特

記
仕

様
書

に
記

載
さ

れ
た

資
格

を
有

す
る

技
術

者
（

自
社

と
３

か
月

以
上

の
雇

用
関

係
が

確
認

で
き

る
者

に
限

る
。

）
を

こ
の

工
事

の
現

場
に

配
置

で
き

る
こ

と
。

　
⑻

 　
次

の
ア

か
ら

オ
ま

で
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
　

ア
 　

役
員

等
（

個
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
者

を
、

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
役

員
ま

た

は
そ

の
支

店
も

し
く

は
常

時
契

約
を

締
結

す

る
事

務
所

を
代

表
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
が

暴
力

団
員

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成

３
年

法
律

第
７

７
号

）
第

２
条

第
６

号
に

規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

で
あ

る
者

　
　

イ
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

２
号

に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

ま
た

は
暴

力
団

員
が

経
営

に
実

質
的

に
関

与

し
て

い
る

者

　
　

ウ
 　

役
員

等
が

自
己

、
自

社
も

し
く

は
第

三
者

の
不

正
の

利
益

を
図

る
目

的
ま

た
は

第
三

者

に
損

害
を

加
え

る
目

的
を

も
っ

て
、

暴
力

団

ま
た

は
暴

力
団

員
の

利
用

等
を

し
て

い
る

者

　
　

エ
 　

役
員

等
が

、
暴

力
団

も
し

く
は

暴
力

団
員

に
対

し
て

資
金

等
を

供
給

し
、

ま
た

は
便

宜

を
供

与
す

る
な

ど
直

接
的

も
し

く
は

積
極

的

に
暴

力
団

の
維

持
運

営
に

協
力

し
、

ま
た

は

関
与

し
て

い
る

者

　
　

オ
 　

役
員

等
が

暴
力

団
ま

た
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ
き

関
係

を
有

し
て

い

る
者

３
　

工
事

の
主

た
る

部
分

の
明

示

　
 　

工
事

の
主

た
る

部
分

は
、

機
械

器
具

設
置

工
事

と
し

、
こ

の
工

種
は

下
請

に
付

す
こ

と
は

で
き

な

い
も

の
と

す
る

。

４
　

入
札

説
明

書
等

の
交

付

　
⑴

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

場
所

お
よ

び
こ

の
入

札
に

関
す

る
問

合
せ

先

　
　

　
〒

９
１

０
－

１
１

９
５

　
　

 　
福

井
県

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
兼

定
島

４
－

１
－

１

　
　

　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
財

務
企

画
課

　
　

　
電

話
  ０

７
７

６
－

６
１

－
６

０
０

０

　
⑵

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

は
上

記
の

場
所

で
行

う
ほ

か
、

本
学

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
上

で
公

開
す

る
。

５
 　

入
札

書
の

提
出

方
法

、
入

札
お

よ
び

開
札

の
場

所
な

ら
び

に
日

時

　
⑴

　
入

札
書

の
提

出
方

法

　
　

 　
持

参
す

る
こ

と
。

な
お

、
入

札
書

と
同

時
に

本
工

事
費

内
訳

表
を

提
出

す
る

こ
と

。

　
⑵

　
入

札
お

よ
び

開
札

の
場

所
な

ら
び

に
日

時

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
公
告
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⑶

　
契

約
書

作
成

の
要

否

　
　

　
要

　
⑷

 　
暴

力
団

員
等

に
よ

る
不

当
介

入
を

受
け

た
場

合
の

措
置

　
　

ア
 　

受
注

者
は

、
福

井
県

暴
力

団
排

除
条

例
（

平
成

２
２

年
福

井
県

条
例

第
３

１
号

）
第

５

条
第

２
項

の
規

定
の

趣
旨

に
の

っ
と

り
、

暴

力
団

員
ま

た
は

暴
力

団
も

し
く

は
暴

力
団

員

と
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
に

よ
る

不
当

介

入
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
所

轄
の

警

察
署

に
届

出
を

行
う

と
と

も
に

、
捜

査
上

必

要
な

協
力

を
行

う
こ

と
。

　
　

イ
 　

ア
に

よ
り

、
警

察
署

に
届

け
出

た
と

き
は

、
そ

の
旨

を
速

や
か

に
本

学
に

報
告

す
る

こ

と
。

　
⑸

 　
こ

の
公

告
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
入

札
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
入

札
説

明
書

等
に

よ
る

。
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